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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月29日(2014.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　しかしながら、前記セルロース誘導体の含液率が実質的に６０％を下回ると、気流式衝
撃型粉砕機において、前記湿潤したセルロース誘導体を粉砕し、部分的にのみ乾燥し、そ
して、前記気流式衝撃型粉砕機の外側で追加量の乾燥ガスと接触させても、流動性が大幅
に改善することはなく（Ｃａｒｒ指数があまり減少しない）、さらに、初期溶解温度が大
幅に増大することもない（比較例Ｄ及びＦと比較例Ｃ及びＥを比較されたい。）。なお、
比較例Ａ～Ｆは、従来技術ではない。
本開示は以下も包含する。
［１］　湿潤したセルロース誘導体を粉砕及び乾燥することによって粒子状のセルロース
誘導体を製造する方法であって、該方法は、
　Ａ）湿潤したセルロース誘導体の全重量に対して、６０～９５％の含液率を有するセル
ロース誘導体を提供する工程と、
　Ｂ）気流式衝撃型粉砕機において、湿潤したセルロース誘導体を粉砕し、部分乾燥する
工程と、
　Ｃ）前記衝撃型粉砕機の外側において、追加量の乾燥ガスに前記粉砕及び部分乾燥した
セルロース誘導体を接触させる工程と、
を含む、前記方法。
［２］　粉砕及び乾燥前の工程Ａ）において、前記セルロース誘導体の含液率が、湿潤し
たセルロース誘導体の全重量に対して、７５～８５％である、上記態様１に記載の方法。
［３］　工程Ｂ）の気流式衝撃型粉砕機におけるガス流量と、工程Ｃ）の追加量の乾燥ガ
ス流量との比が、１：１０～８：１である、上記態様１又は２のいずれかに記載の方法。
［４］　工程Ｂ）において、湿潤したセルロース誘導体及びガスが、セルロース誘導体の
乾燥重量に基づいて、セルロース誘導体の単位重量当たり５２～６７ｃｍ3／ｋｇの速度
で、前記気流式衝撃型粉砕機に供給され、及び／又は、工程Ｃ）において、追加量の乾燥
ガスを、セルロース誘導体の乾燥重量に基づいて、セルロース誘導体の単位重量当たり２
５～１５０ｍ3／ｋｇの量で、前記セルロース誘導体に接触させる、上記態様１～３のい
ずれか一項に記載の方法。
［５］　前記セルロース誘導体がセルロースエーテルである、上記態様１～４のいずれか
一項に記載の方法。
［６］　製造される粒子状のセルロース誘導体が、１４０μｍ未満のメジアン等価投影円
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直径（ＥＱＰＣ）を有する、上記態様１～５のいずれか一項に記載の方法。
［７］　製造される粒子状のセルロース誘導体が、０．４０ｇ／ｃｍ3以上のアンタップ
嵩密度を有する、上記態様１～６のいずれか一項に記載の方法。
［８］　製造される粒子状のセルロース誘導体が、３０以下のＣａｒｒ指数を有する、上
記態様１～７のいずれか一項に記載の方法。
［９］　製造される粒子状のセルロース誘導体が、６１．５℃以上の初期溶解温度を有す
る、上記態様１～８のいずれか一項に記載の方法。
［１０］　粒子状のセルロース誘導体の流動性及び／又は初期溶解温度を増大させる方法
であって、該方法は、
　Ａ）湿潤したセルロース誘導体の全重量に対して、６０～９５％の含液率を有するセル
ロース誘導体を提供する工程と、
　Ｂ）気流式衝撃型粉砕機において湿潤したセルロース誘導体を粉砕し、部分乾燥する工
程と、
　Ｃ）前記衝撃型粉砕機の外側において、追加量の乾燥ガスに前記粉砕及び部分乾燥した
セルロース誘導体を接触させる工程と、
を含む、前記方法。
［１１］　１４０μｍ未満のメジアン等価投影円直径（ＥＱＰＣ）、０．４０ｇ／ｃｍ3

以上のアンタップ嵩密度及び３０以下のＣａｒｒ指数を有する、粒子状のセルロース誘導
体。
［１２］　２５以下のＣａｒｒ指数を有する、上記態様１１に記載の粒子状のセルロース
誘導体。
［１３］　６０～３５０μｍのメジアン粒子長を有する、上記態様１１又は１２に記載の
粒子状のセルロース誘導体。
［１４］　６１．５℃以上の初期溶解温度を有する、上記態様１１～１３のいずれか一項
に記載の粒子状のセルロース誘導体。
［１５］　ａ）１又は複数の上記態様１１～１４のいずれか一項に記載の粒子状のセルロ
ース誘導体と、ｂ）１又は複数の有効成分と、ｃ）１又は複数の任意の添加剤とから製造
される剤形。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿潤したセルロース誘導体を粉砕及び乾燥することによって粒子状のセルロース誘導体
を製造する方法であって、該方法は、
　Ａ）湿潤したセルロース誘導体の全重量に対して、６０～９５％の含液率を有するセル
ロース誘導体を提供する工程と、
　Ｂ）気流式衝撃型粉砕機において、湿潤したセルロース誘導体を粉砕し、部分乾燥する
工程と、
　Ｃ）前記衝撃型粉砕機の外側において、追加量の乾燥ガスに前記粉砕及び部分乾燥した
セルロース誘導体を接触させる工程と、
を含み、前記セルロース誘導体を、前記衝撃型粉砕機の外側における追加量の乾燥ガスと
しての第２のガス流に接触させる際に、前記セルロース誘導体は、前記気流式衝撃型粉砕
機を出るガス流の全量又は少なくとも一部に分散される、前記方法。
【請求項２】
　セルロース誘導体を乾燥させるために使用されるガス流は、スライド弁を介して２つの
流れに分割され、そのうちの一方の第１のガス流は、気流式衝撃型粉砕機内に供給され、
他方の第２のガス流は、前記セルロース誘導体を前記第２のガス流に接触させる際に、該
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セルロース誘導体が前記気流式衝撃型粉砕機を出るガス流の全量又は少なくとも一部に分
散するように、前記衝撃型粉砕機から出る粉砕及び部分乾燥されたセルロース誘導体に接
触する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記セルロース誘導体がセルロースエーテルである、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　製造される粒子状のセルロース誘導体が、１又は複数の次の特性：
１４０μｍ未満のメジアン等価投影円直径（ＥＱＰＣ）、０．４０ｇ／ｃｍ3以上のアン
タップ嵩密度、３０．０以下のＣａｒｒ指数、及び６１．５℃以上の初期溶解温度を有す
る、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　粒子状のセルロース誘導体の流動性及び／又は初期溶解温度を増大させる方法であって
、該方法は、
　Ａ）湿潤したセルロース誘導体の全重量に対して、６０～９５％の含液率を有するセル
ロース誘導体を提供する工程と、
　Ｂ）気流式衝撃型粉砕機において湿潤したセルロース誘導体を粉砕し、部分乾燥する工
程と、
　Ｃ）前記衝撃型粉砕機の外側において、追加量の乾燥ガスに前記粉砕及び部分乾燥した
セルロース誘導体を接触させる工程と、
を含む、前記方法。
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